
様式１

（公益法人用）（公益法人用）（公益法人用）（公益法人用）

【対象決算年度：平成26年度】【対象決算年度：平成26年度】【対象決算年度：平成26年度】【対象決算年度：平成26年度】

１　団体の概要１　団体の概要１　団体の概要１　団体の概要 ２　団体の改革推進の状況２　団体の改革推進の状況２　団体の改革推進の状況２　団体の改革推進の状況

設立年

実施年月 実施年月

H16年9月まで H16年9月まで

H17年度から 文化会館長に専門知識の豊富な人を採用 H17年4月 伊那文化会館長に民間出身者を登用

歴史館の県直営化 H17年5月 理事定数見直し

　昭和54年、県立文化施設等の管理運営を受

託する公益法人として、県が全額出資し設立。

　飯田創造館をはじめ、以降順次開設した文化

施設や、教育委員会から知事部局に移管（補助

執行）を受けた信濃美術館が対象施設に加えら

れた。

　平成10年に（財）長野県埋蔵文化センター（解

　長野県が設置する文化施設及びその他の施設の管理運営並びに埋蔵文化財の調査

及び研究その他必要な事業を行い、もって長野県民の文化の向上に寄与する。

経営検討会議を設置し、文化会館館長への専門知識が

豊富な人材の登用、組織・役員体制等の検討を行う。

経営検討会議を設置し、文化会館館長への専門知識が

豊富な人材の登用、組織・役員体制等の検討を行った。

具体的な事業内容

・県民文化会館、伊那文化会館、松本文化会館、信濃美術館及び飯田創造館を、指定

管理者として管理代行

・埋蔵文化財の発掘及び研究

設立根拠 整備法 昭和５４年

県所管部局

(課)

県民文化部（文化政策課）

設立の沿革 設立目的（寄付行為・定款上）

団 体 名

(所在地）

一般財団法人長野県文化振興事業団

（長野市若里一丁目１番３号）

代表者 理事長　近 藤 誠 一 改革基本方針 中長期的な視点に立った人材育成

改革基本方針 実　　施　　状　　況

長野県出資等外郭団体改革状況検証シート

H17年10月 プロパー職員の管理職への登用

H18年度から 指定管理者制度へ移行 H18年4月 指定管理者制度に移行

県派遣職員を減員（H17:12人→H18:1人※除埋文ｾﾝﾀｰ）

H18年5月 県民文化会館長に民間出身者を登用

H19年度から H19年4月 県派遣職員を事務局部門に2名増員

Ｈ22年4月 松本文化会館長に民間出身者を登用

H24年度から H24年4月 県職員派遣（管理職）を継続

H25年度から H25年4月 県職員派遣が事務局部門で１名となる。

H26年1月 新理事長に前文化庁長官を迎え入れる

Ｈ27年4月 常務理事を公募により登用

＊役職員数は各年度当初現在、平均年齢及び平均年収は平成26年度当初現在

経営計画等の策定状況

指定管理者としての事業計画書において、各施設ごとに「管理運営のための基本方針」を策定。

年　　　　度 H23 H24 H25 H26

常　　　勤 1 1 1 1

散）の業務を引き継ぐ。

　平成18年から、指定管理者として県立文化施

設のうち、県民文化会館、伊那文化会館、信濃

美術館、飯田創造館を管理。

　平成21年から、指定管理者として継続して県

民文化会館等の４施設を、また、追加して松本

文化会館を管理。

　平成25年４月１日一般財団法人へ移行。

・埋蔵文化財の発掘及び研究

・県民の芸術文化振興を目的とする自主企画事業の実施

事業執行状況を示す主な指標

指定管理施設の利用者（入館者）数　　単位：人

・県文  H22 379,721  H23 437,295   H24  453,571　H25　430,848　Ｈ26　412,927

・伊那　H22 121,107  H23 133,901   H24  134,629　H25　151,695　H26　140,961

・松本  H22 277,303  H23 272,889   H24  323,844　H25　291,305　H26　276,263

・信美　H22 239,980  H23 173,304   H24  127,638　H25　189,387　H26　137,443

・飯田　H22   79,364  H23  83,605   H24    77,391  H25　 76,278　H26   80,756

埋蔵文化財センターを除き、県派遣職員を事務局

員及び学芸員等に限定

県行政機構審議会の答申を受け、平成23年度まで

県職員（管理職）の派遣を受けることとなる。

改革基本方針が改訂され、平成25年度まで県職員

（管理職）の派遣が延長となった。

基本財産（円） 20,000,000

うち県の出

捐額（円）

20,000,000

県出捐率

（％）

100.0%

主な出捐者・出捐額（円）・出捐率（％）

改革基本方針が改訂され、毎年必要性を精査しつつ、事

務局に最小限の県職員を派遣することとなった。

うち県職員

情報公開の取組状況

うち県職員

うち県職員

監査等結果

69.56 － 46.0

＊次表は26年度の状況で、（　）内は25年度 （単位：千円、％）

職員平均年齢 職員の平均年収（千円） 4,468

収

益

経常収益 (A) 1,739,442 (1,780,081) 補助金 0 (0)

経常費用 (B) 1,730,642 (1,757,344) 事業費 0 (0)

＜平成２６年度指定管理者制度導入施設における第三者評価の結果：飯田創造館＞

・開館以来継続的に活動している団体が複数あり、目的に沿った管理運営はおおむね達成されている。

・利用年齢層が高齢化しているため、次世代への継承という観点から若年層への利用を促す等の方策が講じられていくべきである。

・創造館の存在と利用方法を地域住民に知らせる普及活動に一工夫してほしい。誰もが気軽に利用できる外出機会を与えることが平等

な利用確保につながるのではないか。

非常勤職員計 26 30 28

25

非　常　勤 19 22 19 22

30

県職員計（非常勤役員除く） 29 29 26 25

常勤職員計 110 105 107 110

役員平均年齢 役員平均年収（千円）

情報公開要綱に基づき、県に準じて公開。

館ごとにホームページを開設し、事業内容等を公表。

職　員　数

常　　　勤 109 104 106 109

29 29 26

指定管理者としての事業計画書において、各施設ごとに「管理運営のための基本方針」を策定。

また、飯田創造館は平成24年度から、他の施設は平成21年度からそれぞれ5年間の達成目標を策定。

平成26年3月には、平成26年度からの指定管理に向けて、「改革ビジョン」を 策定。
0 0 0 0

非　常　勤 7 8 9 8
役

　

職

　

員

　

数

役　員　数

常　　　勤 1 1 1 1

1 1 1 0

団体の課題等

〔団体記載欄〕 〔県記載欄〕

公益事業比率 96.6 (96.9) 56.2 (57.7)

経常比率 100.5 (101.3) 202.6 (357.3)

人件費比率 31.5 (30.7) 94.6 (46.3)

管理費比率 2.5 (2.2) 69.2 (33.6)

△ 1.5 (2.8) 0.0 (0.0)

1.6 (1.5)

財

務

・

資

産

関

係

指

標

事業支出伸び率

補助金等比率

　平成26年度から指定管理者制度の選定を非公募に変更したこと

により人材を確保・育成しやすい環境になったものの、中長期的な

視点に立った専門的分野の中核を担う人材の確保・育成について

課題がある。

　また、計画的に人材の確保・育成を行うに当たっては、県からの

指定管理料、入場料収集など財源の確保も課題となっている。

流動比率 委託料 986,081 (974,449)

固定比率 貸付金 0 (0)

固定長期適合率

正味財産比率 負担金 9,000 (9,000)
　プロパー職員の中から管理職となるべき人材の育成と組織の再

構築については、平成26年度からの指定管理者の選定から非公募

に変更され、中長期的な視点に立った人材育成を計画的に推し進

めていく環境になった。

　しかし、現在、プロパー職員の割合は約３割（埋蔵文化財センター

を除く。）で、嘱託員等に大きく依存している状況にある。指定管理

者制度導入以降の県職員の引き上げに伴う人件費の補填が十分

でなく、さらに毎回指定管理料が減少している現状では、正職員の

採用もままならず、事業団の組織体制の強化や人材育成には大変

苦慮している。

　なお、職員の教育や人材の育成に努めるため、文化会館の館長

には文化振興に関する高い知見と豊かな経験を持った者を公募採

用するとともに、平成26年1月に就任した理事長のもと組織体制の

強化に取り組んでいる。

出捐金 0 (0)

人件費関係費

用(再掲）

567,393 (559,378)

民間（ＮＰＯ含む）との競合状況

－

8,800 (22,737) 運営費 0 (0)

借入金依存率
損失補償年度

末残高

0 (0)

益

等

状

況

県

費

受

入

状

況

経常費用 (B) 1,730,642 (1,757,344) 事業費 0 (0)

当期損益 8,800 (22,737) 交付金 0 (0)

経常損益 (A)-(B)



様式２

①　正味財産増減計算書 （単位：千円）

平成24年度 平成25年度 平成26年度

経常増減の部

経常収益 (A) 1,729,528 1,780,081 1,739,442

うち基本財産運用益 3 4 4

うち受取会費 0 0

うち事業収益 1,695,391 1,747,721 1,705,099

うち受取補助金等 28,737 27,215 28,686

うち受取国庫補助金 2,550 1,810 1,710

うち受取県補助金 0 0 0

うち受取市町村補助金 0 0 0

経常費用 (B) 1,709,525 1,757,344 1,730,642

うち事業費 1,643,464 1,719,009 1,687,614

うち公益事業費 1,627,789 1,702,577 1,672,397

うち給料手当 536,895 529,547 520,206

うち管理費 66,061 38,336 43,029

うち役員報酬 256 748 1,558

うち給料手当 14,158 9,620 22,590

経常増減（損益）額 (C)=(A)-(B) 20,003 22,737 8,800

経常外増減の部

経常外収益 (D)

経常外費用 (E)

経常外増減額 (F)=(D)-(E) 0 0 0

一般正味財産増減（当期損益）額 (G)=(C)+(F) 20,003 22,737 8,800

一般正味財産期首残高 (H) 229,262 249,265 272,002

一般正味財産期末残高 (I)=(G)+(H) 249,265 272,002 280,802

受取補助金等

うち受取国庫補助金

うち受取地方公共団体補助金

当期指定正味財産増減額 (J) 0 0 0

指定正味財産期首残高 (K) 20,000 20,000 20,000

指定正味財産期末残高 (L)=(J)+(K) 20,000 20,000 20,000

当期正味財産増減額 (M)=(G)+(J) 20,003 22,737 8,800

正味財産期首残高 (N) 249,262 269,265 292,002

正味財産期末残高 (O)=(M)+(N) 269,265 292,002 300,802

②　貸借対照表

平成24年度 平成25年度 平成26年度

流動資産 355,927 370,733 250,682

うち現金預金 275,806 304,335 147,728

固定資産 144,919 135,295 284,697

基本財産 20,000 20,000 20,000

うち土地 0 0 0

うち投資有価証券 20,000 20,000 20,000

特定財産 115,384 110,272 260,847

うち退職給与引当資産 115,384 110,272 110,847

うち減価償却引当資産 0 0 0

その他の固定資産 9,535 5,023 3,850

資産合計 500,846 506,028 535,379

流動負債 116,196 103,754 123,730

うち短期借入金 0 0 0

うち未払金 100,856 86,109 108,753

固定負債 115,384 110,272 110,847

うち長期借入金 0 0 0

うち退職給与引当金 115,384 110,272 110,847

負債合計 231,580 214,026 234,577

指定正味財産 20,000 20,000 20,000

うち基本財産への充当額

うち特定資産への充当額

一般正味財産 249,265 272,002 280,802

うち基本財産への充当額

うち特定資産への充当額

正味財産合計 269,265 292,002 300,802

負債及び正味財産合計 500,845 506,028 535,379

【財務の状況】（公益・特別法人用） 団体名：一般財団法人長野県文化振興事業団
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